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【自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定める事項】

●開示項目

　 自己資本比率規制
　自己資本比率規制とは、金融機関の直面するリスクをより精緻に評価すると同時に、金融機関のリスク管理能力向上を金融機関
に求めるものです。
　日米主要国の中央銀行や銀行監督機関で構成する国際決済銀行（BIS）のバーゼル銀行監督委員会は、自己資本の充実を通じて
金融システムの安定化を図ることを目的として、国際業務を行う民間銀行が確保すべき自己資本比率の水準や算出方法を定めてお
り、国内のみで営業を行う金融機関には金融庁告示に基づき4%以上の水準が定められております。（これをBIS規制といいます。）
　BIS規制は、平成19年3月から、金融機関のリスク管理実務の進展や金融技術の高度化等を踏まえ、リスクをより精微に評価し自己
資本比率へ反映するよう見直され、その後、リーマンショックの反省も踏まえ金融危機時にも金融システムの安定が図られることを
目的として、自己資本の質の向上を図ることを中心とした内容を加えた新たな枠組み（バーゼルⅢ）へと見直されました。
　バーゼルⅢは平成26年3月期から導入され、以下に記載した3つの柱を通じて自己資本の健全性を確保することとしております。
　「第1の柱（最低所要自己資本比率）」は、自己資本比率を算定するものですが、従来の規制に比べ、信用リスク（貸倒れのリスク）
の計測の精緻化に加え、オペレーショナル・リスク（事務事故や不正行為等により金融機関が損失を被るリスク）の計測が新たに加
えられ、リスクの計測をより精緻化するものです。
　「第2の柱（金融機関の自己管理と監督上の検証）」は、金融機関自身が「第1の柱」の対象となっていないリスクも含めて適切に管
理し、リスクに見合う適正な自己資本を維持すること、また、金融当局の検証・評価を受けるものです。
　具体的には、「銀行勘定の金利リスク」や「信用集中リスク」等が対象となります。
　「第3の柱（市場規律）」は、「第1の柱」と「第2の柱」の内容を情報開示することで、皆様に当金庫の健全性等を評価していただくものです。

　 定性的な開示事項
■自己資本調達手段の概要
　当金庫の自己資本につきましては、地域のお客様による普通出資金にて調達しております。

■自己資本の充実度に関する評価方法の概要
　当金庫は、これまで、内部留保による資本の積上げ等を行うことにより自己資本を充実させ、経営の健全性・安全性を十分保って
いると評価しております。
　なお、将来の自己資本の充実策については、年度ごとに掲げる収支計画に基づいた業務推進を通じ、そこから得られる利益によ
る資本の積上げを第一義的な施策として考えております。

■信用リスクに関する事項
　（1）リスク管理の方針及び手続きの概要

　信用リスクとは、取引先の倒産や財務状況の悪化などにより、当金庫が損失を受けるリスクをいいます。
　当金庫では、信用リスクを当金庫が管理すべき最重要のリスクであるとの認識の上、与信業務の基本的な理念や手続き等
を明示した「貸付事務取扱規程」を制定し、広く役職員に理解と遵守を促すとともに、信用リスクを確実に認識する管理態勢を
構築しています。
　信用リスクの評価につきましては、当金庫では、厳格な自己査定を実施しております。
また、大口与信先に対する与信比率・業種比率・保全状況・対前年比等の検証も毎月実施しております。
以上、一連の信用リスク管理の状況については、ALM委員会で協議検討を行うとともに、必要に応じて理事会、本部役員会と
いった経営陣に報告する態勢を整備しております。
　貸倒引当金は、「債権資産自己査定基準」及び「資産償却および引当金計上に関する規程」に基づき、自己査定における債
務者区分ごとに計算された貸倒実績率を基に算定するとともに、その結果については監査法人の監査を受けるなど、適正な
計上に努めております。

　（2）信用リスクの算出に使用する手法の名称
　当金庫は、標準的手法を採用しております。

　（3）リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関
　リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関は以下の5つの機関を採用しております。なお、エクスポージャーの種類ご
とに適格格付機関の使分けは行っておりません。
①株式会社格付投資情報センター（R&I）　②株式会社日本格付研究所（JCR）
③ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Moody's）
④S&Pグローバル・レーティング（S&P）　⑤フィッチレーティングス（Fitch）
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■オペレーショナル・リスクに関する事項
　（1）リスク管理の方針及び手続きの概要

　当金庫では、オペレーショナル・リスクを「内部プロセス・人・システムが不適切であること、もしくは機能しないこと、または
外生的事象が生起することから当金庫に生じる損失にかかるリスク」と定義しています。
　当金庫は、オペレーショナル・リスクについて、事務リスク、システムリスク、法務リスク、人的リスク、有形資産リスク、規制・制
度変更リスク、風評リスクの各リスクを含む幅広いリスクと考え、管理体制や管理方法に関するリスク管理の基本方針を定め、
確実にリスクを認識し、評価しております。リスクの計測に関しましては、当面、基礎的手法を採用することとし、態勢を整備し
ております。
　また、これらのリスクに関しましては、ALM委員会等、各種委員会におきまして、協議・検討するとともに、必要に応じて経営
陣による理事会等において、報告する態勢を整備しております。

　（2）オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法の名称
　当金庫は、基礎的手法を採用しております。

■銀行勘定における出資その他これに類するエクスポージャー又は株式等エクスポージャーに関する
　リスク管理の方針及び手続きの概要
　銀行勘定における出資等又は株式エクスポージャーにあたるものは、上場株式、非上場株式、子会社・関連会社、政策投資株式、
上場優先出資証券、株式関連投資信託、その他ベンチャーファンド又は投資事業組合への出資金が該当します。
　そのうち、上場株式、上場優先出資証券、株式関連投資信託にかかるリスクの認識については、時価評価によりリスクを把握する
とともに、運用状況に応じてALM委員会、本部役員会に諮り投資の継続の是非を協議するなど、適切なリスク管理に努めております。
　なお、取引にあたっては、当金庫が定める「資金運用規定」及び「有価証券運用基準」に基づいた厳格な運用・管理を行っておりま
す。非上場株式、子会社・関連会社、政策投資株式その他ベンチャーファンド又は投資事業組合への出資金に関しては、当金庫が定
める「資金運用規定」などに基づいた適正な運用・管理を行っております。
　また、リスクの状況は、財務諸表や運用報告を基にした評価による定期的なモニタリングを実施するとともに、その状況について
は、適宜、経営陣へ報告を行うなど、適切なリスク管理に努めております。
　なお、当該取引にかかる会計処理については、当金庫が定める「有価証券の時価算定基準」・「有価証券等自己査定基準」及び日
本公認会計士協会の「金融商品会計に関する実務指針」に従った、適正な処理を行っております。

■金利リスクに関する事項
　（1）リスク管理の方針及び手続きの概要

　金利リスクとは、市場金利の変動によって受ける資産価値の変動や、将来の収益性に対する影響を指しますが、当金庫にお
いては、双方ともに定期的な評価・計測を行い、適宜、対応を講じる態勢と しております。 
　具体的には、一定の金利ショックを想定した場合の銀行勘定の金利リスクの計測や、金利更改を勘案した期間収益シミュ
レーションによる収益への影響度、さらには新商品導入による影響など、ALM管理システムや証券管理システムにより定期的
に計測を行い、ALM委員会で協議・検討をするとともに、必要に応じて経営陣に報告を行うなど、資産・負債の最適化に向け
たリスク・コントロールに努めております。         
　なお、当金庫は金利リスクに対するヘッジ会計上の取扱いはございません。     

　（2）金利リスクの算定手法の概要
　開示告示に基づく定量的開示の対象となるΔEVE及びΔNII並びにこれらに追加して自ら開示を行う金利リスクに関する事項

①流動性預金に割り当てられた金利改定の平均満期 2.5年  
②流動性預金に割り当てられた最長の金利改定満期 5.0年  
③流動性預金への満期の割当て方法及びその前提 金融庁が定める保守的な前提
④固定金利貸出の期限前返済や定期預金の  考慮しておりません     
　早期解約に関する前提       
⑤複数の通貨の集計方法及びその前提  通貨別に算出した金利リスクの正値のみ合算し、   
      通貨間の相関は考慮しておりません。  
⑥スプレッドに関する前提    各通貨の金利変動幅を金利ショックとし、割引金利  
      間の相関は考慮しておりません。 
⑦内部モデルの使用等、ΔEVE及びΔNIIに重大な 該当事項はございません。 
　影響を及ぼすその他の前提   
⑧前事業年度末の開示からの変動に関する説明 ΔEVEにつきまして該当事項はございません。またΔNIIに
      つきましては開示初年度につき、該当ございません。

■信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続きの概要
　信用リスク削減手法とは、金庫が抱えている信用リスクを軽減化するための措置をいい、具体的には、預金担保、有価証券担保、
保証などが該当します。
　当金庫では、融資の取上げに際し、資金使途、返済原資、財務内容、事業環境、経営者の資質など、さまざまな角度から可否の判
断をしており、担保や保証による保全措置は、あくまでも補完的な位置付けとして認識しております。
　したがって、担保または保証に過度に依存しない融資推進に取り組んでおります。ただし、与信審査の結果、担保または保証が必
要な場合には、お客様への十分な説明とご理解をいただいた上で、ご契約いただくなど適切な取扱いに努めております。
　当金庫が扱う担保には、自金庫預金積金、有価証券、不動産等、保証には、人的保証、信用保証協会保証、政府関係機関保証、民
間保証等がありますが、その手続きについては、金庫が定める「貸付事務取扱規程」及び「担保評価要領」等により、適切な事務取扱
い及び適正な評価を行っております。
　また、手形貸付、割引手形、証書貸付、当座貸越、債務保証取引に関して、お客様が期限の利益を失われた場合には、当該与信取
引の範囲において、預金相殺を用いる場合があります。この際、信用リスク削減方策の一つとして、金庫が定める「貸付事務取扱規
程」や各種約定書等に基づき、法的に有効である旨確認の上、事前の通知や諸手続きを省略して払戻充当いたします。
　なお、バーゼルⅢで定められている信用リスク削減手法には、適格担保として自金庫預金積金、上場株式、保証として一般社団法
人しんきん保証基金、その他未担保預金等が該当します。そのうち保証に関する信用度の評価については、一般社団法人しんきん
保証基金は金融機関エクスポージャーとして適格格付機関が付与している格付により判定しております。
　また、信用リスク削減手法の適用に伴う信用リスクの集中に関しては、特に業種やエクスポージャーの種類に偏ることなく分散さ
れております。

■派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関するリスク管理の方針及び手続きの概要
　当金庫は、派生商品取引及び長期決済期間取引を行っておりません。

■証券化エクスポージャーに関する事項
　（1）リスク管理の方針及び手続きの概要

　当金庫における証券化取引の役割としては、投資家並びにオリジネーターがあります。
　投資業務については、有価証券投資の一環として捉え、リスクの認識については、市場動向、裏付資産の状況、時価評価及
び適格格付機関が付与する格付情報などにより把握するとともに必要に応じて、ALM委員会、本部役員会に諮り、適切なリス
ク管理に努めております。
　また、証券化取引への投資は、有価証券にかかる取引方針の中で定める投資枠内での取引に限定するとともに、取引にあ
たっては、当金庫が定める「資金運用基準」に基づき、投資対象を一定の信用力を有するものとするなど、適正な運用・管理を
行っております。
　なお、オリジネーター業務の取扱いについては、当金庫は行っておりません。

　（2）証券化エクスポージャーについて、信用リスク・アセットの額の算出に使用する方式の名称
　当金庫は、標準的手法を採用しております。

　（3）証券化取引に関する会計方針
　当該取引に係る会計処理については、日本公認会計士協会の「金融商品会計に関する実務指針」に従った、適正な処理を
行っております。

　（4）証券化エクスポージャーの種類ごとのリスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関の名称
　証券化エクスポージャーのリスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関は以下の5つの機関を採用しております。
　なお、投資の種類ごとに適格格付機関の使分けは行っておりません。
①株式会社格付投資情報センター（R&I）　②株式会社日本格付研究所（JCR）
③ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Moody's）
④S&Pグローバル・レーティング（S&P）　⑤フィッチレーティングス（Fitch）
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■オペレーショナル・リスクに関する事項
　（1）リスク管理の方針及び手続きの概要

　当金庫では、オペレーショナル・リスクを「内部プロセス・人・システムが不適切であること、もしくは機能しないこと、または
外生的事象が生起することから当金庫に生じる損失にかかるリスク」と定義しています。
　当金庫は、オペレーショナル・リスクについて、事務リスク、システムリスク、法務リスク、人的リスク、有形資産リスク、規制・制
度変更リスク、風評リスクの各リスクを含む幅広いリスクと考え、管理体制や管理方法に関するリスク管理の基本方針を定め、
確実にリスクを認識し、評価しております。リスクの計測に関しましては、当面、基礎的手法を採用することとし、態勢を整備し
ております。
　また、これらのリスクに関しましては、ALM委員会等、各種委員会におきまして、協議・検討するとともに、必要に応じて経営
陣による理事会等において、報告する態勢を整備しております。

　（2）オペレーショナル・リスク相当額の算出に使用する手法の名称
　当金庫は、基礎的手法を採用しております。

■銀行勘定における出資その他これに類するエクスポージャー又は株式等エクスポージャーに関する
　リスク管理の方針及び手続きの概要
　銀行勘定における出資等又は株式エクスポージャーにあたるものは、上場株式、非上場株式、子会社・関連会社、政策投資株式、
上場優先出資証券、株式関連投資信託、その他ベンチャーファンド又は投資事業組合への出資金が該当します。
　そのうち、上場株式、上場優先出資証券、株式関連投資信託にかかるリスクの認識については、時価評価によりリスクを把握する
とともに、運用状況に応じてALM委員会、本部役員会に諮り投資の継続の是非を協議するなど、適切なリスク管理に努めております。
　なお、取引にあたっては、当金庫が定める「資金運用規定」及び「有価証券運用基準」に基づいた厳格な運用・管理を行っておりま
す。非上場株式、子会社・関連会社、政策投資株式その他ベンチャーファンド又は投資事業組合への出資金に関しては、当金庫が定
める「資金運用規定」などに基づいた適正な運用・管理を行っております。
　また、リスクの状況は、財務諸表や運用報告を基にした評価による定期的なモニタリングを実施するとともに、その状況について
は、適宜、経営陣へ報告を行うなど、適切なリスク管理に努めております。
　なお、当該取引にかかる会計処理については、当金庫が定める「有価証券の時価算定基準」・「有価証券等自己査定基準」及び日
本公認会計士協会の「金融商品会計に関する実務指針」に従った、適正な処理を行っております。

■金利リスクに関する事項
　（1）リスク管理の方針及び手続きの概要

　金利リスクとは、市場金利の変動によって受ける資産価値の変動や、将来の収益性に対する影響を指しますが、当金庫にお
いては、双方ともに定期的な評価・計測を行い、適宜、対応を講じる態勢と しております。 
　具体的には、一定の金利ショックを想定した場合の銀行勘定の金利リスクの計測や、金利更改を勘案した期間収益シミュ
レーションによる収益への影響度、さらには新商品導入による影響など、ALM管理システムや証券管理システムにより定期的
に計測を行い、ALM委員会で協議・検討をするとともに、必要に応じて経営陣に報告を行うなど、資産・負債の最適化に向け
たリスク・コントロールに努めております。         
　なお、当金庫は金利リスクに対するヘッジ会計上の取扱いはございません。     

　（2）金利リスクの算定手法の概要
　開示告示に基づく定量的開示の対象となるΔEVE及びΔNII並びにこれらに追加して自ら開示を行う金利リスクに関する事項

①流動性預金に割り当てられた金利改定の平均満期 2.5年  
②流動性預金に割り当てられた最長の金利改定満期 5.0年  
③流動性預金への満期の割当て方法及びその前提 金融庁が定める保守的な前提
④固定金利貸出の期限前返済や定期預金の  考慮しておりません     
　早期解約に関する前提       
⑤複数の通貨の集計方法及びその前提  通貨別に算出した金利リスクの正値のみ合算し、   
      通貨間の相関は考慮しておりません。  
⑥スプレッドに関する前提    各通貨の金利変動幅を金利ショックとし、割引金利  
      間の相関は考慮しておりません。 
⑦内部モデルの使用等、ΔEVE及びΔNIIに重大な 該当事項はございません。 
　影響を及ぼすその他の前提   
⑧前事業年度末の開示からの変動に関する説明 ΔEVEにつきまして該当事項はございません。またΔNIIに
      つきましては開示初年度につき、該当ございません。

■信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続きの概要
　信用リスク削減手法とは、金庫が抱えている信用リスクを軽減化するための措置をいい、具体的には、預金担保、有価証券担保、
保証などが該当します。
　当金庫では、融資の取上げに際し、資金使途、返済原資、財務内容、事業環境、経営者の資質など、さまざまな角度から可否の判
断をしており、担保や保証による保全措置は、あくまでも補完的な位置付けとして認識しております。
　したがって、担保または保証に過度に依存しない融資推進に取り組んでおります。ただし、与信審査の結果、担保または保証が必
要な場合には、お客様への十分な説明とご理解をいただいた上で、ご契約いただくなど適切な取扱いに努めております。
　当金庫が扱う担保には、自金庫預金積金、有価証券、不動産等、保証には、人的保証、信用保証協会保証、政府関係機関保証、民
間保証等がありますが、その手続きについては、金庫が定める「貸付事務取扱規程」及び「担保評価要領」等により、適切な事務取扱
い及び適正な評価を行っております。
　また、手形貸付、割引手形、証書貸付、当座貸越、債務保証取引に関して、お客様が期限の利益を失われた場合には、当該与信取
引の範囲において、預金相殺を用いる場合があります。この際、信用リスク削減方策の一つとして、金庫が定める「貸付事務取扱規
程」や各種約定書等に基づき、法的に有効である旨確認の上、事前の通知や諸手続きを省略して払戻充当いたします。
　なお、バーゼルⅢで定められている信用リスク削減手法には、適格担保として自金庫預金積金、上場株式、保証として一般社団法
人しんきん保証基金、その他未担保預金等が該当します。そのうち保証に関する信用度の評価については、一般社団法人しんきん
保証基金は金融機関エクスポージャーとして適格格付機関が付与している格付により判定しております。
　また、信用リスク削減手法の適用に伴う信用リスクの集中に関しては、特に業種やエクスポージャーの種類に偏ることなく分散さ
れております。

■派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関するリスク管理の方針及び手続きの概要
　当金庫は、派生商品取引及び長期決済期間取引を行っておりません。

■証券化エクスポージャーに関する事項
　（1）リスク管理の方針及び手続きの概要

　当金庫における証券化取引の役割としては、投資家並びにオリジネーターがあります。
　投資業務については、有価証券投資の一環として捉え、リスクの認識については、市場動向、裏付資産の状況、時価評価及
び適格格付機関が付与する格付情報などにより把握するとともに必要に応じて、ALM委員会、本部役員会に諮り、適切なリス
ク管理に努めております。
　また、証券化取引への投資は、有価証券にかかる取引方針の中で定める投資枠内での取引に限定するとともに、取引にあ
たっては、当金庫が定める「資金運用基準」に基づき、投資対象を一定の信用力を有するものとするなど、適正な運用・管理を
行っております。
　なお、オリジネーター業務の取扱いについては、当金庫は行っておりません。

　（2）証券化エクスポージャーについて、信用リスク・アセットの額の算出に使用する方式の名称
　当金庫は、標準的手法を採用しております。

　（3）証券化取引に関する会計方針
　当該取引に係る会計処理については、日本公認会計士協会の「金融商品会計に関する実務指針」に従った、適正な処理を
行っております。

　（4）証券化エクスポージャーの種類ごとのリスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関の名称
　証券化エクスポージャーのリスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関は以下の5つの機関を採用しております。
　なお、投資の種類ごとに適格格付機関の使分けは行っておりません。
①株式会社格付投資情報センター（R&I）　②株式会社日本格付研究所（JCR）
③ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Moody's）
④S&Pグローバル・レーティング（S&P）　⑤フィッチレーティングス（Fitch）
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（注）自己資本比率の算出方法を定めた「信用金庫法第89条第１項において準用する銀行法第14条の２の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし
自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第21号）」に基づき算出しております。なお、当金庫は国内基準を採用しております。

定量的な開示事項
Ⅰ．単体における事業年度の開示事項
自己資本の構成に関する開示事項

自己資本の充実度に関する事項
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（注）1.所要自己資本の額＝リスク・アセット×4％
2.「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）並びにオフバランス取引及び派生商品取引の与信相当額です。
3.「ソブリン」とは、我が国の中央政府及び中央銀行、我が国の地方公共団体、地方公共団体金融機構、我が国の政府関係機関、土地開発公社、地方住宅供
給公社、地方道路公社、外国の中央政府及び中央銀行、外国の中央政府等以外の公共部門（当該国内においてはソブリン扱いになっているもの）、国際
開発銀行、国際決済銀行等のことです。
4.「3ヵ月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3ヵ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「ソブリン向け」（国際決
済銀行等を除く）、「金融機関及び第一種金融商品取引業者向け」、「法人等向け」においてリスク・ウェイトが150％になったエクスポージャーのことです。
5.当金庫は、基礎的手法によりオペレーショナル・リスクを算定しています。

6.単体総所要自己資本額＝単体自己資本比率の分母の額×4％

〈オペレーショナル・リスク（基礎的手法）の算出方法〉

直近3年間のうち粗利益が正の値であった年数
粗利益（直近3年間のうち正の値の合計額）×15％

÷8%

項 　　　　　　　　　目

（単位：百万円）

（単位：百万円）

平成30年度 令和元年度

リスク・アセット 所要自己資本額

平成30年度 令和元年度 平成30年度 令和元年度

57,750
54,230
－
110
5,109
23,571
7,329
883
4,056
37
14
508
－
129
129
－

12,478

11,174

470

473

－

－

360
－
－
－
－

3,880
3,880
－

△360

－
－

2,849
60,600

52,835
49,132
－
110
5,303
19,998
6,755
1,051
4,695
38
5

504
－
128
128
－

10,534

8,872

470

381

－

－

810
－
－
－
－

4,514
4,514
－

△810

－
－

2,748
55,584

2,310
2,169
－
4

204
942
293
35
162
1
0
20
－
5
5
－
499

446

18

18

－

－

14
－
－
－
－
155
155
－

△14

－
－
113
2,424

2,113
1,965
－
4

212
799
270
42
187
1
0
20
－
5
5
－
421

354

18

15

－

－

32
－
－
－
－
180
180
－

△32

－
－
109
2,223

コア資本に係る基礎項目（1）
普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額
うち、出資金及び資本剰余金の額 
うち、利益剰余金の額 
うち、外部流出予定額（△） 
うち、上記以外に該当するものの額

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額
うち、一般貸倒引当金コア資本算入額
うち、適格引当金コア資本算入額

適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、
コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45%に
相当する額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
コア資本に係る基礎項目の額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（イ）
コア資本に係る調整項目（2）
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額
うち、のれんに係るものの額
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額
適格引当金不足額
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額
前払年金費用の額
自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額
少数出資金融機関等の対象普通出資等の額
信用金庫連合会の対象普通出資等の額
特定項目に係る10%基準超過額
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

特定項目に係る15%基準超過額
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

コア資本に係る調整項目の額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ロ）
自己資本
自己資本の額（（イ）－（ロ））　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ハ）
リスク・アセット等（3）
信用リスク・アセットの額の合計額
うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額
うち、他の金融機関等向けエクスポージャー
うち、上記以外に該当するものの額

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8%で除して得た額
信用リスク・アセット調整額
オペレーショナル・リスク相当額調整額
リスク・アセット等の額の合計額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ニ）
自己資本比率
自己資本比率（（ハ）／（ニ））

5,768
366
5,417
14
△1
99
99
－
－

－

－

5,867

2
－
2
－
－
－
－
126
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
128

5,739

57,750
△360
△360
－

2,849
－
－

60,600

9.47%

5,531
361
5,184
14
△0
181
181
－
－

－

－

5,712

2
－
2
－
－
－
－
129
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
131

5,580

52,835
△810
△810
－

2,748
－
－

55,584

10.04%

イ.  信用リスク・アセット、所要自己資本の額合計
①標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャー

現金    
ソブリン向け    
金融機関及び第一種金融商品取引業者向け   
法人等向け    
中小企業等向け及び個人向け    
抵当権付住宅ローン    
不動産取得等事業向け    
3ヵ月以上延滞等    
取立未済手形    
信用保証協会等による保証付    
株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付 
出資等
出資等のエクスポージャー
重要な出資等のエクスポージャー

上記以外

他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち対象普通出資等及びその他
外部TLAC関連調達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャー

信用金庫連合会の対象普通出資等であってコア資本に係る調
整項目の額に算入されなかった部分に係るエクスポージャー

特定項目のうち調整項目に算入されない部分に係るエクスポージャー

総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有している他の金融
機関等に係るその他外部TLAC関連調達手段に関するエクスポージャー

総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有していない他の金
融機関等に係るその他外部TLAC関連調達手段のうち、その他外部TLAC
関連調達手段に係る5％基準額を上回る部分に係るエクスポージャー

上記以外のエクスポージャー
②証券化エクスポージャー

証券化
　STC要件適用分

　　　　非STC要件適用分
再証券化

③リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー
ルック・スルー方式

④経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額

⑤他の金融機関等の対象資本等調達手段に係るエクスポージャーに係る
　経過措置によりリスク・アセットの額に算入されなかったものの額

⑥CVAリスク相当額を8%で除して得た額
⑦中央清算機関関連エクスポージャー

ロ.  オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8％で除して得た額
ハ.  単体総所要自己資本額（イ+ロ）
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（注）自己資本比率の算出方法を定めた「信用金庫法第89条第１項において準用する銀行法第14条の２の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし
自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第21号）」に基づき算出しております。なお、当金庫は国内基準を採用しております。

定量的な開示事項
Ⅰ．単体における事業年度の開示事項
自己資本の構成に関する開示事項

自己資本の充実度に関する事項

KITASORACHI SHINKIN BANK REPORT 2020

（注）1.所要自己資本の額＝リスク・アセット×4％
2.「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）並びにオフバランス取引及び派生商品取引の与信相当額です。
3.「ソブリン」とは、我が国の中央政府及び中央銀行、我が国の地方公共団体、地方公共団体金融機構、我が国の政府関係機関、土地開発公社、地方住宅供
給公社、地方道路公社、外国の中央政府及び中央銀行、外国の中央政府等以外の公共部門（当該国内においてはソブリン扱いになっているもの）、国際
開発銀行、国際決済銀行等のことです。
4.「3ヵ月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3ヵ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「ソブリン向け」（国際決
済銀行等を除く）、「金融機関及び第一種金融商品取引業者向け」、「法人等向け」においてリスク・ウェイトが150％になったエクスポージャーのことです。
5.当金庫は、基礎的手法によりオペレーショナル・リスクを算定しています。

6.単体総所要自己資本額＝単体自己資本比率の分母の額×4％

〈オペレーショナル・リスク（基礎的手法）の算出方法〉

直近3年間のうち粗利益が正の値であった年数
粗利益（直近3年間のうち正の値の合計額）×15％

÷8%

項 　　　　　　　　　目

（単位：百万円）

（単位：百万円）

平成30年度 令和元年度

リスク・アセット 所要自己資本額

平成30年度 令和元年度 平成30年度 令和元年度

57,750
54,230
－
110
5,109
23,571
7,329
883
4,056
37
14
508
－
129
129
－

12,478

11,174

470

473

－

－

360
－
－
－
－

3,880
3,880
－

△360

－
－

2,849
60,600

52,835
49,132
－
110
5,303
19,998
6,755
1,051
4,695
38
5

504
－
128
128
－

10,534

8,872

470

381

－

－

810
－
－
－
－

4,514
4,514
－

△810

－
－

2,748
55,584

2,310
2,169
－
4

204
942
293
35
162
1
0
20
－
5
5
－
499

446

18

18

－

－

14
－
－
－
－
155
155
－

△14

－
－
113
2,424

2,113
1,965
－
4

212
799
270
42
187
1
0
20
－
5
5
－
421

354

18

15

－

－

32
－
－
－
－
180
180
－

△32

－
－
109
2,223

コア資本に係る基礎項目（1）
普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額
うち、出資金及び資本剰余金の額 
うち、利益剰余金の額 
うち、外部流出予定額（△） 
うち、上記以外に該当するものの額

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額
うち、一般貸倒引当金コア資本算入額
うち、適格引当金コア資本算入額

適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、
コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45%に
相当する額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
コア資本に係る基礎項目の額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（イ）
コア資本に係る調整項目（2）
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額
うち、のれんに係るものの額
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額
適格引当金不足額
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額
前払年金費用の額
自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額
少数出資金融機関等の対象普通出資等の額
信用金庫連合会の対象普通出資等の額
特定項目に係る10%基準超過額
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

特定項目に係る15%基準超過額
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

コア資本に係る調整項目の額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ロ）
自己資本
自己資本の額（（イ）－（ロ））　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ハ）
リスク・アセット等（3）
信用リスク・アセットの額の合計額
うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額
うち、他の金融機関等向けエクスポージャー
うち、上記以外に該当するものの額

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8%で除して得た額
信用リスク・アセット調整額
オペレーショナル・リスク相当額調整額
リスク・アセット等の額の合計額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ニ）
自己資本比率
自己資本比率（（ハ）／（ニ））

5,768
366
5,417
14
△1
99
99
－
－

－

－

5,867

2
－
2
－
－
－
－
126
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
128

5,739

57,750
△360
△360
－

2,849
－
－

60,600

9.47%

5,531
361
5,184
14
△0
181
181
－
－

－

－

5,712

2
－
2
－
－
－
－
129
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
131

5,580

52,835
△810
△810
－

2,748
－
－

55,584

10.04%

イ.  信用リスク・アセット、所要自己資本の額合計
①標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャー

現金    
ソブリン向け    
金融機関及び第一種金融商品取引業者向け   
法人等向け    
中小企業等向け及び個人向け    
抵当権付住宅ローン    
不動産取得等事業向け    
3ヵ月以上延滞等    
取立未済手形    
信用保証協会等による保証付    
株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付 
出資等
出資等のエクスポージャー
重要な出資等のエクスポージャー

上記以外

他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち対象普通出資等及びその他
外部TLAC関連調達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャー

信用金庫連合会の対象普通出資等であってコア資本に係る調
整項目の額に算入されなかった部分に係るエクスポージャー

特定項目のうち調整項目に算入されない部分に係るエクスポージャー

総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有している他の金融
機関等に係るその他外部TLAC関連調達手段に関するエクスポージャー

総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有していない他の金
融機関等に係るその他外部TLAC関連調達手段のうち、その他外部TLAC
関連調達手段に係る5％基準額を上回る部分に係るエクスポージャー

上記以外のエクスポージャー
②証券化エクスポージャー

証券化
　STC要件適用分

　　　　非STC要件適用分
再証券化

③リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー
ルック・スルー方式

④経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額

⑤他の金融機関等の対象資本等調達手段に係るエクスポージャーに係る
　経過措置によりリスク・アセットの額に算入されなかったものの額

⑥CVAリスク相当額を8%で除して得た額
⑦中央清算機関関連エクスポージャー

ロ.  オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8％で除して得た額
ハ.  単体総所要自己資本額（イ+ロ）
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信用リスクに関する事項（リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー及び証券化エクスポージャーを除く）

業種別 残存期間別

国・地方公共団体等
個人
卸売業・小売業
建設業・電気・ガス・熱供給・水道業・情報通信業・運輸業・郵便業
不動産業・金融業・保険業
製造業・農業・林業・漁業・鉱業・採石業・砂利採取業
物品賃貸業・学術研究・専門・技術サービス業・宿泊業・飲食業
生活関連サービス業・娯楽業・教育・学習支援業・医療・福祉・その他サービス業
その他

1年以下
1年超3年以下
3年超5年以下
5年超7年以下
7年超10年以下
10年超
期間の定めのないもの

20.2％
4.0％

7.7％
1.3％

4.4％

1.5％

3.0％

5.0％

52.8％

29.9％

7.6％

5.8％
7.7％7.4％

38.5％

3.1％

KITASORACHI SHINKIN BANK REPORT 2020

（注）1.「3ヵ月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヵ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャーのことです。
2.上記の「その他」とは、裏付となる個々の資産の全部又は一部を把握することや、業種区分に分類することが、困難なエクスポージャーです。具体的には現金、その他資産（預け金、
出資金等）が含まれます。
3.CVAリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。
4.業種区分は日本標準産業分類の大分類に準じて区分しております。

　イ.  信用リスクに関するエクスポージャー及び主な種類別の期末残高

〈業種別及び残存期間別〉 （単位：百万円）

68,446
972
499
156
3,122
151
44
767
5,508
2,078
28,162
332
417
155
1,007
595
21

2,910
1,497
9,729
9,500
－

67,631
8,846
3,091
4,452
4,517
8,310
38,534
130

67,883

32,837
－
－
－
－
－
－
－
－

29,213
0
－
－
－
－
5
－
－
0
－
－

3,617
32,837
24,914
3,400
－
300
600
－

3,623
32,837

125,359
977
499
156
3,126
1,253
44

1,847
5,508
37,535
28,163
332
417
155
1,007
601
21

2,910
1,507
25,202
9,540
3,737

124,544
37,219
9,469
7,186
9,626
9,272
47,896
3,873

124,544

23,823
－
－
－
－

1,102
－

1,080
－

6,048
－
－
－
－
－
－
－
－
－

15,472
－
119

23,823
3,458
2,978
2,734
4,808
361
9,362
119

23,823

252
4
－
－
4
－
－
－
－
195
－
－
－
－
－
－
－
－
9 
－
39
－
252

国 内
製 造 業
農 業 ・ 林 業 ・ 漁 業
鉱業・採石業・砂利採取業
建 設 業
電気・ガス・熱供給・水道業
情 報 通 信 業
運 輸 業 ・ 郵 便 業
卸 売 業 ・ 小 売 業
金 融 業 ・ 保 険 業
不 動 産 業
物 品 賃 貸 業
学術研究・専門・技術サービス業
宿 泊 業
飲 食 業
生活関連サービス業・娯楽業
教 育 ・ 学 習 支 援 業
医 療 ・ 福 祉
そ の 他 の サ ー ビ ス 業
国・地 方 公 共 団 体 等
個 人
そ の 他
業 種 別 合 計
1 年 以 下
1 年 超 3 年 以 下
3 年 超 5 年 以 下
5 年 超 7 年 以 下
7　年　超　10　年　以　下
10　　　　年　　　　超
期間の定めのないもの
残 存 期 間 別 合 計

平成
30年度

令和
元年度

平成
30年度

令和
元年度

平成
30年度

令和
元年度

平成
30年度

令和
元年度

平成
30年度

令和
元年度

エクスポージャー

地域区分
業種区分
期間区分

信用リスク
エクスポージャー
期末残高 債　　券 そ　の　他

3ヵ月以上延滞
エクスポージャー

貸出金、コミットメント及び
その他のデリバティブ以外
のオフ・バランス取引

信用リスク削減手法に関する事項
　信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー

派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項
　当金庫は、派生商品取引及び長期決済期間取引を行っておりません。

　ハ.  業種別の個別貸倒引当金及び貸出金償却の残高等

（注）1.当金庫は、国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため、「地域別」の区分は省略しております。
2.業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

（単位：百万円） （単位：百万円）

（注）１．当金庫は、適格金融資産担保について簡便手法を用いています。

（単位：百万円）

　ニ.  リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等

製造業

建設業

卸売業・小売業

不動産業

生活関連

飲食業

医療福祉

各種サービス業

個人

個別貸倒引当金 貸出金償却

（注）1.格付は適格格付機関が付与しているものに限ります。
2.エクスポージャーは信用リスク削減手法適用後のリスクウェイトに区分しています。
3.コア資本に係る調整項目となったエクスポージャー（経過措置による不算入分を除く）、ＣＶＡリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。

信用リスク
削減手法

ポートフォリオ

（単位：百万円）

0 50 100 150 200 250

88

250250

2424

66

124124

207207

2020

　ロ.  一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額

　　　　43ページ参照

8

61

25

5

6

151

－

174

16

446

期末残高
貸倒引当金

平成30年度 貸出金
償却

製 造 業

建 設 業

卸売業・小売業

不 動 産 業

生活関連サービス・娯楽業

飲 食 業

医 療 福 祉

各種サービス業

個 人

合 計

8

250

24

－

6

124

－

207

20

639

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

期末残高
貸倒引当金

令和元年度 貸出金
償却

製 造 業

建 設 業

卸売業・小売業

不 動 産 業

生活関連サービス・娯楽業

飲 食 業

医 療 福 祉

各種サービス業

個 人

合 計

296

平成30年度
適格金融資産担保 保証

令和元年度

7,170 －285 7,330 －

平成30年度 令和元年度
クレジット・デリバティブ
平成30年度 令和元年度

信用リスク削減手法が適用
されたエクスポージャー

－

－

1,304

352

0

－

－

－

－

－

1,656

平成30年度

告示で定める
リスク・ウェイト
区分（％）

0%

10%

20%

35%

50%

75%

100%

150%

250%

1,250%

合　計

格付有り

エクスポージャーの額

格付無し
令和元年度

41,711

2,175

24,269

2,684

9,207

13,484

36,953

8

－

－

130,491

－

－

1,105

381

－

－

－

－

－

－

1,486

38,257

2,122

23,519

2,174

8,771

14,343

41,830
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－

－

131,027

平成30年度 令和元年度

リスク・ウェイト別

38,25738,257

2,1222,122

24,62424,624

2,5552,555

8,7718,771

14,34314,343

41,83041,830

1111
00

00

0%

10%

20%

35%

50%

75%

100%

150%

250%

1,250%

5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,0000

124,345
977
314
106
3,739
1,266
26

2,137
5,007
41,982
23,657
296
394
277
934
558
6

2,715
1,294
25,463
9,230
3,354

123,742
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信用リスクに関する事項（リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー及び証券化エクスポージャーを除く）

業種別 残存期間別

国・地方公共団体等
個人
卸売業・小売業
建設業・電気・ガス・熱供給・水道業・情報通信業・運輸業・郵便業
不動産業・金融業・保険業
製造業・農業・林業・漁業・鉱業・採石業・砂利採取業
物品賃貸業・学術研究・専門・技術サービス業・宿泊業・飲食業
生活関連サービス業・娯楽業・教育・学習支援業・医療・福祉・その他サービス業
その他

1年以下
1年超3年以下
3年超5年以下
5年超7年以下
7年超10年以下
10年超
期間の定めのないもの

20.2％
4.0％

7.7％
1.3％

4.4％

1.5％

3.0％

5.0％

52.8％

29.9％

7.6％

5.8％
7.7％7.4％

38.5％

3.1％
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（注）1.「3ヵ月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヵ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャーのことです。
2.上記の「その他」とは、裏付となる個々の資産の全部又は一部を把握することや、業種区分に分類することが、困難なエクスポージャーです。具体的には現金、その他資産（預け金、
出資金等）が含まれます。
3.CVAリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。
4.業種区分は日本標準産業分類の大分類に準じて区分しております。

　イ.  信用リスクに関するエクスポージャー及び主な種類別の期末残高

〈業種別及び残存期間別〉 （単位：百万円）

68,446
972
499
156
3,122
151
44
767
5,508
2,078
28,162
332
417
155
1,007
595
21

2,910
1,497
9,729
9,500
－

67,631
8,846
3,091
4,452
4,517
8,310
38,534
130

67,883

32,837
－
－
－
－
－
－
－
－

29,213
0
－
－
－
－
5
－
－
0
－
－

3,617
32,837
24,914
3,400
－
300
600
－

3,623
32,837

125,359
977
499
156
3,126
1,253
44

1,847
5,508
37,535
28,163
332
417
155
1,007
601
21

2,910
1,507
25,202
9,540
3,737

124,544
37,219
9,469
7,186
9,626
9,272
47,896
3,873

124,544

23,823
－
－
－
－

1,102
－

1,080
－

6,048
－
－
－
－
－
－
－
－
－

15,472
－
119

23,823
3,458
2,978
2,734
4,808
361
9,362
119

23,823

252
4
－
－
4
－
－
－
－
195
－
－
－
－
－
－
－
－
9 
－
39
－
252

国 内
製 造 業
農 業 ・ 林 業 ・ 漁 業
鉱業・採石業・砂利採取業
建 設 業
電気・ガス・熱供給・水道業
情 報 通 信 業
運 輸 業 ・ 郵 便 業
卸 売 業 ・ 小 売 業
金 融 業 ・ 保 険 業
不 動 産 業
物 品 賃 貸 業
学術研究・専門・技術サービス業
宿 泊 業
飲 食 業
生活関連サービス業・娯楽業
教 育 ・ 学 習 支 援 業
医 療 ・ 福 祉
そ の 他 の サ ー ビ ス 業
国・地 方 公 共 団 体 等
個 人
そ の 他
業 種 別 合 計
1 年 以 下
1 年 超 3 年 以 下
3 年 超 5 年 以 下
5 年 超 7 年 以 下
7　年　超　10　年　以　下
10　　　　年　　　　超
期間の定めのないもの
残 存 期 間 別 合 計

平成
30年度

令和
元年度

平成
30年度

令和
元年度

平成
30年度

令和
元年度

平成
30年度

令和
元年度

平成
30年度

令和
元年度

エクスポージャー

地域区分
業種区分
期間区分

信用リスク
エクスポージャー
期末残高 債　　券 そ　の　他

3ヵ月以上延滞
エクスポージャー

貸出金、コミットメント及び
その他のデリバティブ以外
のオフ・バランス取引

信用リスク削減手法に関する事項
　信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー

派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項
　当金庫は、派生商品取引及び長期決済期間取引を行っておりません。

　ハ.  業種別の個別貸倒引当金及び貸出金償却の残高等

（注）1.当金庫は、国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため、「地域別」の区分は省略しております。
2.業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

（単位：百万円） （単位：百万円）

（注）１．当金庫は、適格金融資産担保について簡便手法を用いています。

（単位：百万円）

　ニ.  リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等

製造業

建設業

卸売業・小売業

不動産業

生活関連

飲食業

医療福祉

各種サービス業

個人

個別貸倒引当金 貸出金償却

（注）1.格付は適格格付機関が付与しているものに限ります。
2.エクスポージャーは信用リスク削減手法適用後のリスクウェイトに区分しています。
3.コア資本に係る調整項目となったエクスポージャー（経過措置による不算入分を除く）、ＣＶＡリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。

信用リスク
削減手法

ポートフォリオ

（単位：百万円）

0 50 100 150 200 250
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250250

2424
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124124

207207

2020

　ロ.  一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額

　　　　43ページ参照

8

61

25

5

6

151

－

174

16

446

期末残高
貸倒引当金

平成30年度 貸出金
償却

製 造 業

建 設 業

卸売業・小売業

不 動 産 業

生活関連サービス・娯楽業

飲 食 業

医 療 福 祉

各種サービス業

個 人

合 計

8

250

24

－

6

124

－

207

20

639

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

期末残高
貸倒引当金

令和元年度 貸出金
償却

製 造 業

建 設 業

卸売業・小売業

不 動 産 業

生活関連サービス・娯楽業

飲 食 業

医 療 福 祉

各種サービス業

個 人

合 計

296

平成30年度
適格金融資産担保 保証

令和元年度

7,170 －285 7,330 －

平成30年度 令和元年度
クレジット・デリバティブ
平成30年度 令和元年度

信用リスク削減手法が適用
されたエクスポージャー

－

－

1,304

352

0

－

－

－

－

－

1,656

平成30年度

告示で定める
リスク・ウェイト
区分（％）
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－
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－
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－
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平成30年度 令和元年度

リスク・ウェイト別
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－
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－
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－
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証券化エクスポージャーに関する事項
　該当ございません。

出資等エクスポージャーに関する事項

リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項

　イ.  出資等エクスポージャーの貸借対照表計上額等
（単位：百万円）

　ロ.  出資等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額
（単位：百万円）

　ハ.  貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額
（単位：百万円）

　ニ.  貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額
（単位：百万円）

（単位：百万円）

（注）１．金利リスクの算定手法の概要等は、「定性的な開示項目」の項目に記載しております。
２．「金利リスクに関する事項」については、平成31年度金融庁告示第3号（平成31年2月18日）による改正を受け、令和2年3月末からΔNIIを開示することとなりました。このため、開示
初年度につき、当期末分のみを開示しております。

（注）自己資本比率の算出方法を定めた「信用金庫法第89条第１項において準用する銀行法第14条の２の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自
己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第21号）」に基づき算出しております。    
なお、当金庫グループは国内基準を採用しております。

Ⅱ．連結会計年度の開示事項
自己資本の構成に関する開示事項 （単位：百万円）
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ル ッ ク・ス ル ー 方 式 を 適 用 す る エ ク ス ポ ー ジ ャ ー

マ ン デ ー ト 方 式 を 適 用 す る エ ク ス ポ ー ジ ャ ー

蓋 然 性 方 式（ 2 5 0 % ）を 適 用 す る エ クス ポ ー ジ ャ ー

蓋 然 性 方 式（ 4 0 0 % ）を 適 用 す る エ クス ポ ー ジ ャ ー

フォールバック方式（12 5 0%）を適用するエクスポージャー

金利リスクに関する事項
（単位：百万円）

上 方 パ ラ レ ル シ フ ト

下 方 パ ラ レ ル シ フ ト

ス テ ィ ー プ 化

フ ラ ッ ト 化

短 期 金 利 上 昇

短 期 金 利 低 下

最 大 値

自 己 資 本 の 額

項番

1

2

3

4

5

6

7

8

平成30年度

－

591 

 591 

－

－

0

－

590 

 590 

－

－

－

貸借対照表計上額
平成30年度

区　　分
令和元年度

時　価 貸借対照表計上額 時　価
上 場 株 式 等

非 上 場 株 式 等

合 計

142

0

－

107

－

－

平成30年度 令和元年度

売 却 益

売 却 損

償 却

－ －

平成30年度 令和元年度

評 価 損 益

－ －

平成30年度 令和元年度

評 価 損 益

7,9688,403

平成30年度

IRRBB 1：金利リスク

令和元年度

02,355

2,136

313

2,573

2,257

60

229

5,7395,580

平成30年度
ΔNIIΔEVE

令和元年度 平成30年度 令和元年度

項 　　　　　　　　　目 平成30年度 令和元年度

コア資本に係る基礎項目（1）
普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額
うち、出資金及び資本剰余金の額 
うち、利益剰余金の額 
うち、外部流出予定額（△） 
うち、上記以外に該当するものの額

コア資本に算入されるその他の包括利益累計額又は評価・換算差額等
うち、為替換算調整勘定 
うち、退職給付に係るものの額 

コア資本に係る調整後少数株主持分の額
コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額
うち、一般貸倒引当金コア資本算入額 
うち、適格引当金コア資本算入額 

適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、
コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45%に相当する額のうち、
コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
非支配株主持分のうち、経過措置によりコア資本に
係る基礎項目の額に含まれる額
コア資本に係る基礎項目の額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（イ）
コア資本に係る調整項目（2）
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額
うち、のれんに係るもの（のれん相当差額を含む。）の額
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額
適格引当金不足額
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額
退職給付に係る資産の額
自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額
少数出資金融機関等の対象普通出資等の額
信用金庫連合会の対象普通出資等の額
特定項目に係る10%基準超過額
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

特定項目に係る15%基準超過額
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

コア資本に係る調整項目の額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ロ）
自己資本
自己資本の額（（イ）－（ロ））　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ハ）
リスク・アセット等（3）
信用リスク・アセットの額の合計額
うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額
うち、他の金融機関等向けエクスポージャー
うち、上記以外に該当するものの額

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8%で除して得た額
信用リスク・アセット調整額
オペレーショナル・リスク相当額調整額
リスク・アセット等の額の合計額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ニ）
連結自己資本比率
連結自己資本比率（（ハ）／（ニ））

5,768
366
5,417
14
△1
－
－
－
－
99
99
－
－

－

－

－

5,868

2
－
2
－
－
－
－
126
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
128

5,739

57,739
△360
△360
－

2,849
－
－

60,588

9.47%

5,531
361
5,184
14
△0
－
－
－
－
181
181
－
－

－

－

－

5,712

2
－
2
－
－
－
－
129
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
131

5,581

52,824
△713
△810
－

2,748
－
－

55,573

10.04%
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証券化エクスポージャーに関する事項
　該当ございません。

出資等エクスポージャーに関する事項

リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項

　イ.  出資等エクスポージャーの貸借対照表計上額等
（単位：百万円）

　ロ.  出資等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額
（単位：百万円）

　ハ.  貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額
（単位：百万円）

　ニ.  貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額
（単位：百万円）

（単位：百万円）

（注）１．金利リスクの算定手法の概要等は、「定性的な開示項目」の項目に記載しております。
２．「金利リスクに関する事項」については、平成31年度金融庁告示第3号（平成31年2月18日）による改正を受け、令和2年3月末からΔNIIを開示することとなりました。このため、開示
初年度につき、当期末分のみを開示しております。

（注）自己資本比率の算出方法を定めた「信用金庫法第89条第１項において準用する銀行法第14条の２の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自
己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第21号）」に基づき算出しております。    
なお、当金庫グループは国内基準を採用しております。

Ⅱ．連結会計年度の開示事項
自己資本の構成に関する開示事項 （単位：百万円）
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ル ッ ク・ス ル ー 方 式 を 適 用 す る エ ク ス ポ ー ジ ャ ー

マ ン デ ー ト 方 式 を 適 用 す る エ ク ス ポ ー ジ ャ ー

蓋 然 性 方 式（ 2 5 0 % ）を 適 用 す る エ クス ポ ー ジ ャ ー

蓋 然 性 方 式（ 4 0 0 % ）を 適 用 す る エ クス ポ ー ジ ャ ー

フォールバック方式（12 5 0%）を適用するエクスポージャー

金利リスクに関する事項
（単位：百万円）

上 方 パ ラ レ ル シ フ ト

下 方 パ ラ レ ル シ フ ト

ス テ ィ ー プ 化

フ ラ ッ ト 化

短 期 金 利 上 昇

短 期 金 利 低 下

最 大 値

自 己 資 本 の 額

項番

1

2

3

4

5

6

7

8

平成30年度

－

591 

 591 

－

－

0

－

590 

 590 

－

－

－

貸借対照表計上額
平成30年度

区　　分
令和元年度

時　価 貸借対照表計上額 時　価
上 場 株 式 等

非 上 場 株 式 等

合 計

142

0

－

107

－

－

平成30年度 令和元年度

売 却 益

売 却 損

償 却

－ －

平成30年度 令和元年度

評 価 損 益

－ －

平成30年度 令和元年度

評 価 損 益

7,9688,403

平成30年度

IRRBB 1：金利リスク

令和元年度

02,355

2,136

313

2,573

2,257

60

229

5,7395,580

平成30年度
ΔNIIΔEVE

令和元年度 平成30年度 令和元年度

項 　　　　　　　　　目 平成30年度 令和元年度

コア資本に係る基礎項目（1）
普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額
うち、出資金及び資本剰余金の額 
うち、利益剰余金の額 
うち、外部流出予定額（△） 
うち、上記以外に該当するものの額

コア資本に算入されるその他の包括利益累計額又は評価・換算差額等
うち、為替換算調整勘定 
うち、退職給付に係るものの額 

コア資本に係る調整後少数株主持分の額
コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額
うち、一般貸倒引当金コア資本算入額 
うち、適格引当金コア資本算入額 

適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、
コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45%に相当する額のうち、
コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
非支配株主持分のうち、経過措置によりコア資本に
係る基礎項目の額に含まれる額
コア資本に係る基礎項目の額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（イ）
コア資本に係る調整項目（2）
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額
うち、のれんに係るもの（のれん相当差額を含む。）の額
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額
適格引当金不足額
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額
退職給付に係る資産の額
自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額
少数出資金融機関等の対象普通出資等の額
信用金庫連合会の対象普通出資等の額
特定項目に係る10%基準超過額
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

特定項目に係る15%基準超過額
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

コア資本に係る調整項目の額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ロ）
自己資本
自己資本の額（（イ）－（ロ））　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ハ）
リスク・アセット等（3）
信用リスク・アセットの額の合計額
うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額
うち、他の金融機関等向けエクスポージャー
うち、上記以外に該当するものの額

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8%で除して得た額
信用リスク・アセット調整額
オペレーショナル・リスク相当額調整額
リスク・アセット等の額の合計額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ニ）
連結自己資本比率
連結自己資本比率（（ハ）／（ニ））

5,768
366
5,417
14
△1
－
－
－
－
99
99
－
－

－

－

－

5,868

2
－
2
－
－
－
－
126
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
128

5,739

57,739
△360
△360
－

2,849
－
－

60,588

9.47%

5,531
361
5,184
14
△0
－
－
－
－
181
181
－
－

－

－

－

5,712

2
－
2
－
－
－
－
129
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
131

5,581

52,824
△713
△810
－

2,748
－
－

55,573

10.04%
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■当金庫の連結決算対象子会社
　当金庫の連結決算対象子会社は、100％出資により平成13年5月に設立した「きたしんビジネスサービス」1社がありますが、同子
会社は当信用金庫の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいと認められるため、連結財
務諸表は作成しておりません。
　なお、資産基準、経常収益基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は下記のとおりであります。

下記算式において、当金庫と子会社間の債権債務及び相互の取引による収益・費用は相殺消去しておりません。

上記により連結自己資本比率における、以下の事項に関しては記載しておりません。

■自己資本の充実度に関する事項

■信用リスクに関する事項（リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー及び証券化エクスポージャーを除く）

■信用リスク削減手法に関する事項

■証券化エクスポージャーに関する事項

■出資等エクスポージャーに関する事項

■リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項

■金利リスクに関する事項

■その他金融機関等であって信用金庫の子法人等であるもののうち、自己資本比率規制上の所要自己資本を
下回った会社の名称と所要自己資本を下回った額の総額

　該当ございません。

■派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する事項

　該当ございません。

このディスクロージャー資料は、信用金庫法施行規則で定める開示項目規定に基づき作成しておりますが、その規定における
各項目は以下のページに掲載しています。

=

=

=

=

資 産 基 準 = ×100 = 0.00%子会社の総資産額の合計額
当金庫の総資産額

12百万円
132,101百万円

×100 = 2.98%子会社の経常収益の合計額
当金庫の経常収益

55百万円
1,861百万円

利 益 基 準 = ×100 = 0.00%子会社の当期利益の額のうち持分の合計額
当金庫の当期純利益

0百万円
247百万円

利益剰余金基準　= ×100 = 0.03%子会社の利益剰余金のうち持分の合計額
当金庫の利益剰余金

0百万円
305百万円

■金庫の概況及び組織に関する事項
①事業の組織…………………………………………27
②理事及び監事の氏名及び役職名…………………27
③会計監査人の氏名又は名称………………………27
④事務所の名称及び所在地…………………………32

■金庫の主要な事業の内容……………28～30

■金庫の主要な事業に関する事項
1.直近の事業年度における事業の概況……………15~16
2.直近の５事業年度における主要な事業の状況
①経常収益……………………………………………35
②経常利益又は経常損失……………………………35
③当期純利益又は当期純損失………………………35
④出資総額及び出資総口数…………………………35
⑤純資産額……………………………………………35
⑥総資産額……………………………………………35
⑦預金積金残高………………………………………35
⑧貸出金残高…………………………………………35
⑨有価証券残高………………………………………35
⑩単体自己資本比率…………………………………35
⑪出資に対する配当金………………………………35
⑫職員数………………………………………………35
3.直近の2事業年度における事業の状況
①主要な業務の状況を示す指標
ア.業務粗利益、業務粗利益率、業務純益、実質業務純益、
コア業務純益及びコア業務純益（投資信託解約損益を除く）…40

イ.資金運用収支、役務取引等収支及びその他業務収支…40
ウ.資金運用勘定並びに資金調達勘定の平均残高、
利息、利回り及び資金利ざや……………………40

エ.受取利息及び支払利息の増減…………………41
オ.総資産経常利益率………………………………40
カ.総資産当期純利益率……………………………40
②預金に関する指標
ア.流動性預金、定期性預金、譲渡性預金、その他の
　預金の平均残高…………………………………41
イ.固定金利定期預金、変動金利定期預金及び
　その他の区分ごとの定期預金の残高……………41

③貸出金に関する指標
ア.手形貸付、証書貸付、当座貸越及び割引手形の
　平均残高…………………………………………43
イ.固定金利及び変動金利の区分ごとの貸出金の
　残高………………………………………………42
ウ.担保の種類別の貸出金残高及び債務保証見返額…43
エ.使途別の貸出金残高……………………………42
オ.業種別の貸出金残高及び貸出金の総額に
　占める割合………………………………………42
カ.預貸率の期末値及び期中平均値 ………………43

④有価証券に関する指標
ア.商品有価証券の種類別の平均残高……………43
イ.有価証券の種類別の残存期間別の残高………43
ウ.有価証券の種類別の平均残高…………………44
エ.預証率の期末値及び期中平均値………………44

■金庫の事業の運営に関する次に掲げる事項
①リスク管理の体制……………………………………17
②法令遵守の体制……………………………………17
③中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための
　取組の状況…………………………………………23
④経営者保証に関するガイドラインの活用状況……23
⑤金融仲介機能のベンチマーク………………………24
⑥金融ADR制度への対応……………………………17

■金庫の直近の2事業年度における財産の状況
1.貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損
失金処理計算書…………………………………36～39
2.貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額
①破綻先債権に該当する貸出金……………………45
②延滞債権に該当する貸出金………………………45
③3ヶ月以上延滞債権に該当する貸出金……………45
④貸出条件緩和債権に該当する貸出金……………45
3.自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定め
る事項……………………………………………47～57
4.次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、
時価及び評価損益……………………………………44
①有価証券
②金銭の信託
③信用金庫法施行規則第102条第1項第5号に掲げる取引
5.貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額…………43
6.貸出金償却の額………………………………………43
7.金庫が法第38条の2第3項の規定に基づき貸借対照表、
損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計
算書について会計監査人の監査を受けている場合には
その旨…………………………………………………39

■報酬等に関する事項であって、金庫の業務の
　運営又は財産の状況に重要な影響を与えるも
　のとして金融庁長官が別に定めるもの……27

■直近の事業年度における財務諸表の正確性、
　および財務諸表作成に係る内部監査の有効
　性を確認した旨の代表者署名…………………39

【金融機能の再生のための緊急措置に
  関する法律に基づく開示】

■金庫の資産査定の状況等…………………46
①破産更生債権及びこれらに準ずる債権
②危険債権
③要管理債権
④正常債権

【信用金庫法施行規則に基づく開示】
●開示項目

●開示項目
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経常収益基準　=


